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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１１８※ 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の規 薬務課

定に基づき薬物を指定する件

１１９ 歳入の収納の事務を私人に委託した件 農林水産政策課

１２０ 解除予定保安林に関する通知を受けた件 森林土木・保全課

１２１ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

１２２ 道路の供用を開始する件 同

１２３ 都市計画事業の変更を認可した件 都市計画課

まちづくり室

１２４ 土砂災害警戒区域を指定する件 砂防防災課

１２５ 土砂災害警戒区域の指定を解除する件 同

１２６ 土砂災害特別警戒区域を指定する件 同

１２７ 土砂災害特別警戒区域の指定を解除する件 同

１２８ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止 同

対策の推進に関する法律の規定による工事

が完了した件

【病院局告示】

番 号 表 題 担当課名

４ 特定調達契約について一般競争入札の相手

方を決定した件



【病院局告示】

番 号 表 題 担当課名

５ 特定調達契約について一般競争入札の相手

方を決定した件

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

の一部を改正する規則

※ 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正

する規則

【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

３※ 交番等の設置に関する規則の一部を改正す

る規則



徳
島
県
告
示
第
百
十
八
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
薬
物
を
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

薬
物
の
名
称
等

１

化
学
名

（
八
Ｒ
）－

Ｎ
・
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル－

六－

メ
チ
ル－

一－

［
三－

（
ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ

ル
）
プ
ロ
パ
ノ
イ
ル
］－

九
・
十－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン－

八－

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ

ド
（
通
称

一
Ｓ－

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

化
学
名

Ｎ－

メ
チ
ル－
Ｎ－

プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
（
通
称

Ｍ
Ｐ
Ｔ
、
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ

ｒ
ｏ
ｐ
ｙ
ｌ
ｔ
ｒ
ｙ
ｐ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

化
学
名

五－

ニ
ト
ロ－

二－

［
（
四－

プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］－

一－

［
二－

（

ピ
ロ
リ
ジ
ン－

一－

イ
ル
）
エ
チ
ル
］－

一
Ｈ－

ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
（
通
称

Ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
、
Ｎ－

Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ

ｐ
ｒ
ｏ

ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

一
に
掲
げ
る
物
は
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
か
つ
、
県
の
区
域
内
に
お
い

て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

指
定
の
効
力
発
生
の
日

令
和
七
年
三
月
十
二
日



徳
島
県
告
示
第
百
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月

一
日
次
の
と
お
り
私
人
に
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

委

託

し

た

事

務

委

託

し

た

私

人

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金

北
灘
漁
業
協
同
組
合

北
泊
漁
業
協
同
組
合

堂
浦
漁
業
協
同
組
合

鳴
門

貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年

町
漁
業
協
同
組
合

新
鳴
門
漁
業
協
同
組
合

里
浦
漁
業
協
同
組
合

長
原

徳
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）

漁
業
協
同
組
合

川
内
漁
業
協
同
組
合

徳
島
市
漁
業
協
同
組
合

渭
東
漁

第
一
条
に
規
定
す
る
沿
岸
漁

業
協
同
組
合

徳
島
市
辰
巳
漁
業
協
同
組
合

小
松
島
漁
業
協
同
組
合

和

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金

田
島
漁
業
協
同
組
合

阿
南
中
央
漁
業
協
同
組
合

福
村
漁
業
協
同
組
合

の
収
納
の
事
務

中
林
漁
業
協
同
組
合

橘
町
漁
業
協
同
組
合

椿
泊
漁
業
協
同
組
合

阿
南

漁
業
協
同
組
合

伊
島
漁
業
協
同
組
合

伊
座
利
漁
業
協
同
組
合

阿
部
漁

業
協
同
組
合

由
岐
漁
業
協
同
組
合

木
岐
漁
業
協
同
組
合

日
和
佐
町
漁

業
協
同
組
合

牟
岐
東
漁
業
協
同
組
合

牟
岐
町
漁
業
協
同
組
合

鞆
浦
漁

業
協
同
組
合

宍
喰
漁
業
協
同
組
合

徳
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

徳
島
県
農
業
改
良
資
金
貸
付

徳
島
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

東
と
く
し
ま
農
業
協
同
組
合

徳
島

規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平

県
農
業
協
同
組
合

成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第

四
十
五
号
）
附
則
第
二
項
に

規
定
す
る
農
業
改
良
資
金
に

係
る
償
還
金
の
収
納
の
事
務

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付

徳
島
県
森
林
組
合
連
合
会

徳
島
中
央
森
林
組
合

木
頭
森
林
組
合

三
好

規
則
（
平
成
十
五
年
徳
島
県

東
部
森
林
組
合

規
則
第
六
十
七
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
林
業
改
善
資
金

に
係
る
償
還
金
の
収
納
の
事

務



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
市
西
祖
谷
山
村
有
瀬
七
六
七
の
二
（
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
三
月
十
一
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
一
宮
町
東
丁
六
二
四

番
六
地
先
か
ら

旧

七
・
一
～
一
〇
・
七

一
九
五
・
八

同

僧
津
山
四
番

１

三
地
先
ま
で

神
山
鮎
喰

２

同

七
・
一
～
一
〇
・
七

一
九
五
・
八

新

同

九
・
一
～
二
二
・
二

二
〇
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
三
月
十
一
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
一
宮
町
東
丁
六
二
四
番
六

１

地
先
か
ら

神
山
鮎
喰

二
〇
〇
・
〇

令
和
七
年
三
月
十
一
日

２

同

僧
津
山
四
番
三
地

先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

施
行
者
の
名
称

小
松
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

小
松
島
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
九
十
二
号
及
び
平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
十
二
号
の
事
業
地

の
う
ち
、
小
松
島
市
田
野
町
字
赤
石
南
及
び
横
須
町
字
今
開
地
内
を
削
る
。

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

美
波
町

弁
才
天
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

弁
才
天
⑹

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合

県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

次
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

る
市
町
村

な
る
自
然
現
象
の
種
類

美
波
町

弁
才
天
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

弁
才
天
⑹

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合

県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す

る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示
及
び

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

当
該
自
然
現
象
に
よ
り
建
築
物
に

る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

美
波
町

弁
才
天
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

弁
才
天
⑹

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合

県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

次
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り
建
築

る
市
町
村

な
る
自
然
現
象
の
種
類

物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
衝

撃
に
関
す
る
事
項

美
波
町

弁
才
天
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

弁
才
天
⑹

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合

県
民
局
美
波
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

特
定
開
発
行
為
の
許
可
を
受
け
た
者

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

住

所

氏

名

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
三
一
番
一
九
並

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字

美
波
町
長

影
治

信
良

び
に
一
三
三
番
、
二
四
五
番
一
、
二
四
五
番
一
二
、

本
村
一
八
ー
一

二
四
六
番
、
二
五
〇
番
二
七
及
び
二
五
〇
番
二
八
の

各
一
部



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
四
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
落

札
方
式
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

生
体
情
報
モ
ニ
タ
及
び
手
術
部
門
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
新
器
械
株
式
会
社

徳
島
県
徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
十
二
番
一

五

落
札
金
額

一
億
三
千
五
百
三
十
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
十
二
月
六
日



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
五
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入

札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

調
剤
注
射
支
援
シ
ス
テ
ム

二
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
新
器
械
株
式
会
社

徳
島
県
徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
十
二
番
一

五

落
札
金
額

七
千
二
百
三
十
八
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「

別
表
第
一
の
イ
⑶
行
政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

警
察
署
の
課
長

「

警
察
署
の
課
長

を

に
改
め
、
同
別
表
の
ト
公
安
職
給
料
表
等
級
別
職

」

課
長
代
理

」

「

駐
在
所
員

「

務
区
分
表
中

を
駐
在
所
員

検
問
所
員

」

「

駐
在
所
長

「

に
、

を

駐
在
所
長

」

検
問
所
長

」

「

困
難
な
業
務
を
行
う
駐
在
所
員

「

に
、

を

困
難
な
業
務
を
行
う
駐
在
所
員

」

困
難
な
業
務
を
行
う
検
問
所
員

」

」

「

調
査
官

「

に
、

を

調
査
官

に

広
聴
官

」

」
「

「

総
括
情
報
官

、

総
括
情
報
官

を

に
改

」

広
聴
官

」

め
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
八
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
三
好
警
察
署
東
祖
谷
落
合
駐
在
所
」
及
び
「
三
好
警
察
署
東
祖
谷
京
上
駐
在
所
」
を
削
り
、

「
美
馬
警
察
署
脇
町
清
水
駐
在
所

「
美
馬
警
察
署
脇
町
清
水
駐
在
所
」
を

に
改
め
る
。

三
好
警
察
署
東
祖
谷
駐
在
所

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳島県公安委員会規則第３号

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月11日

徳島県公安委員会委員長 岡 田 好 史

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

交番等の設置に関する規則（昭和47年徳島県公安委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表徳島県徳島名西警察署の部国府町府中交番の項を次のように改める。

国府町府中交番 徳島市国府町府 徳島市のうち

中13番地の１ 国府町

第２条の表徳島県徳島名西警察署の部国府町芝原駐在所の項、同表徳島県鳴門警察署の

部鳴門検問所の項及び同表徳島県阿南警察署の部福井町駐在所の項を削り、同部橘町駐在

所の項を次のように改める。

橘交番 阿南市橘町幸野 阿南市のうち

23番地３ 福井町 橘町 津乃峰町 大潟町

第２条の表徳島県阿南警察署の部津乃峰町駐在所の項を削り、同表徳島県三好警察署の

部東祖谷京上駐在所の項を次のように改める。

東祖谷駐在所 三好市東祖谷新 三好市のうち

居屋73番地 東祖谷のうち

阿佐 大枝 大西 小川 奥ノ

井 落合の一部 樫尾 釜ケ谷

京上 九鬼 久保 栗枝渡

古味 下瀬 菅生 釣井 中上

新居屋 西山 林 麦生土

元井 若林 和田

第２条の表徳島県三好警察署の部東祖谷落合駐在所の項を削る。

附 則

この規則は，令和７年４月１日から施行する。


